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男性の育児休業に対する意識調査（2022年3月実施）
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調査概要

目的 男性の育児休業に対する意識調査

企画 株式会社LegalForce

実施 株式会社クロス・マーケティング

期間 2022年3月18日~21日

対象 会社員、会社役員に該当する男性1,000名

調査方法 インターネット調査
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調査結果サマリ

1. 子供を持つ回答者の94%が、育児休業を取得した経験がないと回答

2. 80.4%が、2022年4月からの育児介護休業法改正を知らないと回答

3. 育児休業を取得する理由は、「子育ては夫婦で行うものだと思っている」が最も多く47.8%

4. 育児休業を取得しない理由は、「収入を減らしたくない」が最も多く28.0%

5. 79.0%が、育児休業の申請方法を把握していないと回答

6. 32.3%が「代替人材の確保」「全従業員向け説明会の実施」があると、今よりも育児休業を取りやすくな

ると回答



4
本調査は株式会社LegalForceが実施した調査に基づいて作成したものです。引用する際は出典の明記をお願いします。正確性、最新性、有用性等その他一切の事項についていかなる保証をするものではありません。
当該調査の利用により直接または間接に生じた損害や損失等について一切の責任を負いません。
掲載されている情報を、予告なく変更、又は掲載を中止することがありますことをご了承ください。また、本調査は当社の業績を示すものではありません。
©2022 LegalForce,Inc.all rights reserved

プロフィール
会社員、会社役員に該当する男性1,000名

● 業種 ● 職種

通信販売業, 9名, 1% 金融／保険, 50名, 5%

通信業, 37名, 4%

流通／小売業, 76名, 7%

運輸業, 57名, 6%

旅行業, 4名, 0%

電力／ガス／水道, 20名, 

2%

製造業, 303名, 30%
サービス業, 138名, 

14%

医療／福祉, 41名, 4%

建設／不動産業, 68

名, 7%

放送／出版／マスコミ, 

17名, 2%

官公庁／地方自治体, 

1名, 0%

学校, 6名, 1%

その他, 173名, 17%

営業／販売・サービ

ス, 231名, 23%

広報／マーケティン

グ／ＩＲ, 12名, 1%

営業企画／経営企画／経営

戦略, 51名, 5%

人事／労務, 48名, 5%

総務, 56名, 6%

経理／財務, 37名, 4%

法務, 8名, 1%
情報システム, 85名, 

8%

研究・開発, 103名, 10%

その他, 369名, 37%
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プロフィール

● 企業規模 ● 職位

２９９人以下, 463名, 46%

３００人～９９９人, 

181名, 18%

１０００人～４９９９人, 

167名, 17%

５０００人～, 189名, 19%
経営層・役員クラス, 19名, 

2%

部長クラス, 48名, 5%

課長クラス, 98名, 

10%

係長・主任クラス, 

172名, 17%

一般社員クラス, 663

名, 66%

会社員、会社役員に該当する男性1,000名
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プロフィール

● 婚姻状況 ● 子供の有無

未婚, 282名, 28%

既婚（離別・死別含む）, 718名, 72%

子供がいる, 560名, 

56%

子供がいない, 440名, 44%

会社員、会社役員に該当する男性1,000名



7
本調査は株式会社LegalForceが実施した調査に基づいて作成したものです。引用する際は出典の明記をお願いします。正確性、最新性、有用性等その他一切の事項についていかなる保証をするものではありません。
当該調査の利用により直接または間接に生じた損害や損失等について一切の責任を負いません。
掲載されている情報を、予告なく変更、又は掲載を中止することがありますことをご了承ください。また、本調査は当社の業績を示すものではありません。
©2022 LegalForce,Inc.all rights reserved

ご自身が、育児休業を取得した経験はありますか。

子供がいると回答した560名

取得した, 33名, 6%

取得していない, 526名, 94%

その他, 1名, 0%

• 94%(526名)が、育児休業を取得していないと回答
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今後、育児休業の取得予定はありますか。

今後、取得の予定・可能性はない, 

836名, 84%

現時点で取得の予定はないが、取

得の可能性がある, 37名, 4%

現時点で取得の予定が

ある, 13名, 1%

分からない, 110名, 11%
その他, 4名, 0%

会社員、会社役員に該当する男性1,000名

• 84%(836名)が取得の予定・可能性はないと回答
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知っている, 196名, 19.6%

知らない, 804名, 80.4%

2022年4月から、育児介護休業法が改正されることを知っていますか。
会社員、会社役員に該当する男性1,000名

• 80.4%(804名)が、知らないと回答
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いる, 317名, 31.7%

いない, 499名, 

49.9%

分からない, 184名, 18.4%

上司、部下、同僚などが、育児休業を取得予定、
または取得経験がある方はいますか。

会社員、会社役員に該当する男性1,000名

• 49.9%(499名)が、周囲に取得予定、または経験者がいないと回答
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取得する, 347名, 34.7%

取得しない, 264名, 26.4%

分からない, 387名, 38.7%

その他, 2名, 0.2%

あなたが育児休業取得対象者と仮定した場合、育児休業を取得しますか。
会社員、会社役員に該当する男性1,000名

• 34.7%が(264名)、育児休業を取得しないと回答
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育児休業を取得すると回答した347名

育児休業を取得する理由を教えてください。 ※複数回答可

4名

10名

24名

34名

37名

44名

45名

122名

129名

166名

その他

保健所等に預けることができなかった

自分以外に育児を担える人がいない

会社で自身の業務を任せられる人がいる

育児休業給付金が貰える

昇給・昇格など、今後のキャリア形成に悪影響がない

育児休業取得手続きが簡単だった

会社が育児休業の取得を推奨している

子供の成長を間近で見守りたい

子育ては夫婦で行うものだと思っている

0名 20名 40名 60名 80名 100名 120名 140名 160名 180名

• 47.8%(166名)が、「子育ては夫婦で行うものだと思っている」からと回答

47.8%

37.2%

35.2%

13.0%

12.7%

10.7%

9.8%

6.9%

2.9%

1.2%
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育児休業を取得しない理由を教えてください。 ※複数回答可

14名

1名

10名

14名

23名

29名

32名

36名

44名

70名

74名

その他

配偶者や家族から反対された

育児に関与したくない

どうすれば育児休業を取得できるのかわからない

昇給・昇格など、今後のキャリア形成に悪影響がある

育児休業を取得しなくても育児はできる

会社で自身の業務を任せられる人がいない

会社が育児休業を取得しづらい雰囲気がある

配偶者が子育てするので、取得の必要がない

会社で育児休業制度の整備されていない

収入を減らしたくない

0名 10名 20名 30名 40名 50名 60名 70名 80名

育児休業を取得しないと回答した264名

• 28.0%(74名)が、「収入を減らしたくない」からと回答

28.0%

26.5%

16.7%

13.6%

12.1%

11.0%

9.8%

5.3%

0.4%

3.8%

5.3%
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把握している, 210名, 21.0%

把握していない, 790名, 79.0%

自身の会社で取得する際の、具体的な申請の流れを把握していますか。
会社員、会社役員に該当する男性1,000名

• 79.0%(790名)が、把握していないと回答
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はい, 137名, 69.9%

いいえ, 57名, 29.1%

その他, 2名, 1.0%

2022年4月施行の改正育児介護休業法により、取得しやすくなったと思いますか。
2022年4月に育児介護休業法が改正されることを知っていると回答した196名

• 69.9%(137名)が、取得しやすくなったと回答
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十分に理解している, 35名, 

17.9%

何となく理解している, 109名, 55.6%

どちらともいえない, 33名, 

16.8%

あまり理解していない, 17名, 8.7%

全く理解していない, 2名, 1.0%

改正の内容について理解度を教えてください。
2022年4月に育児介護休業法が改正されることを知っていると回答した196名

• 55.6%(109名)が、何となく理解していると回答
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どのような経緯で変更内容を把握しましたか。 ※複数回答可

2022年4月に育児介護休業法が改正されることを知っていると回答した196名

8名

16名

25名

28名

30名

97名

外部セミナー

家族や友人

社内規程（就業規則等）

会社の上司、同僚

会社の説明会や相談会

インターネットや新聞記事、テレビ

0名 20名 40名 60名 80名 100名 120名

• 67.4%(97名)が、「インターネットや新聞記事、テレビ」を通じて法改正内容を把握したと回答

67.4%

20.8%

19.4%

17.4%

11.1%

5.6%
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どのような企業の取り組みがあると
今よりも育児介護休業を取りやすくなると感じますか。※複数回答可

会社員、会社役員に該当する男性1,000名

21名

109名

203名

210名

213名

218名

263名

322名

322名

その他

休業中の企業情報の発信

該当者向け説明会の実施

相談窓口の設置

該当者である旨の通知

育児休業給付金に上乗せした補助

経営層からの積極的なメッセージ発信

全従業員向け説明会の実施

代替人材の確保

0名 50名 100名 150名 200名 250名 300名 350名

• 32.2%(322名)が、「代替人材の確保」「全従業員向け説明会の実施」と回答

32.2%

32.2%

26.3%

21.8%

12.7%

10.7%

9.8%

21.3%

21.0%

20.3%

10.9%

2.1%


